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明けましておめでとうございます 
 

 

 

（写真は小泉四郎氏ご提供） 
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「新たな埼玉の歴史に向かって」 

 

                           埼玉県知事 大野 元裕 

 

 明けましておめでとうございます。一般社団法人埼

玉県環境計量協議会の皆様には健やかに令和３年の新

春をお迎えのこととお喜び申し上げます。 

 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症対策に明け暮れ

た一年でした。 

 皆様には、外出の自粛、施設の使用停止や学校の休

業など、格別の御理解と御協力をいただきました。改

めて心から感謝を申し上げます。 

 また、医療関係者をはじめエッセンシャルワーカー

の皆様におかれましては、感染リスクを抱えながら、今なお最前線で奮闘されています。

深く敬意を表するとともに、重ねて厚くお礼申し上げます。 

 引き続き、新型コロナウイルスに強い危機感と緊張感を持ちつつ、感染防止対策と社会

経済活動の両立をでき得る限り維持していくことが必要です。 

 これからも、県民の皆様を守るために最善の方法を選択し、この困難な問題の解決に全

力で取り組んでまいります。 

 

 さて、私は就任以来、行財政改革を積極的に推進してきましたが、現在、新型コロナウ

イルスへの対応の一つとして、テレワークやキャッシュレス決済など、接触機会を低減さ

せつつ社会生活を送る取組が予想を上回る速さで家庭や職場に広がっています。 

 これらの変化を的確に捉え、「働き方改革」や「誰もが活躍できる社会」の実現に挑戦し

てまいります。 

 とりわけ、デジタル技術により官民問わず様々な分野で変革を促すデジタル・トランス

フォーメーション（ＤＸ）を重点的に推進してまいります。 

 

 また、これから埼玉県には少子化や急速な超高齢化に伴う本格的な人口減少社会が到来

します。このため、「埼玉版スーパー・シティプロジェクト」を進めることにより、医療・

介護需要の増加や働き手の不足などの課題に対する私なりの答えを形にしたいと考えてい

ます。 

 具体的には、「コンパクト」なまちづくりとして、生活圏を集約化し、医療や福祉などを

切れ目なくつなげるほか、職住近接による子育て環境の向上を図ります。次に「スマート」

の視点を取り入れ、ＡＩやＩｏＴを活用し高齢者の見守りを行うなど、効率的で効果的な

取組を進めます。そして最後は「レジリエント」を意識し、災害に強い技術やエネルギー

１ .新年のご挨拶 
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の強靭化などにより安心・安全を高めることで、人生１００年時代にふさわしいまちづく

りの展開を目指します。 

 

 こうした施策をはじめ、県の施策を横断的に貫く一本の柱とも言えるのが「埼玉版ＳＤ

Ｇｓの推進」です。あらゆる人に居場所があり、活躍でき、安心して暮らせる「日本一暮

らしやすい埼玉県」を実現するためにも、県内の様々な方々に御参加いただきたいと考え

ています。 

 

 今年は、埼玉県が誕生して１５０周年を迎えます。この節目の年に私たちのふるさと埼

玉を知り、見つめ直し、その魅力を県内外へ、そして未来へ伝えていきます。 

 また、本県が誇る偉人の一人、渋沢栄一翁を描いた大河ドラマ「青天を衝
つ

け」が始まり

ます。時代の大渦に翻弄されながらも、高い志を持って未来を切り開いていく過程は必見

です。 

 そして、いよいよ東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会も開催されます。

感染防止対策などに万全の体制を整え、スポーツの振興はもとより、多文化交流や共生社

会の推進などにより、皆様と一緒に次代へ引き継ぐレガシーを創り上げたいと思います。 

 

 貴協議会におかれましては、これからも高度な技術力と精度管理による正確な環境計量

により、県民の暮らしを支えていただきますとともに、県の施策推進に御協力をお願い申

し上げます。 

 

 新しい年も、皆様と、干支の丑（うし）にちなんだ、粘り強さと堅実さを兼ね備えた「ワ

ンチーム埼玉」となって、共に前進してまいりましょう。 

 

 結びに、埼玉県環境計量協議会の更なる御発展と会員の皆様の御健勝、御活躍を心から

祈念申し上げて、新年の御挨拶とさせていただきます。 
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新 年 の ご 挨 拶 
 

 

一般社団法人埼玉県環境計量協議会 

 会長 吉田 裕之 

（株式会社環境総合研究所） 

 

新年あけましておめでとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大とその影響を憂い、心より

お見舞い申し上げますとともに、謹んで新年のご挨拶を申し

上げます。 

会員の皆様におかれましては、旧年中は皆様から格別なご

支援・ご厚誼を賜り、厚くお礼申し上げます。 

一昨年末の中国武漢市から始まった新型コロナウイルスの

感染は、ヨーロッパを中心に世界各国に急速に拡大し、昨年

1月末にはWHO（世界保健機関）から「国際的な緊急事態」が

宣言されました。わが国においても4月から「緊急事態宣言」が発令され、学校の長期間

にわたる休校や、経済活動の制限が余儀なくされ、小売店や飲食店を中心に閉店が相次ぎ

ました。また、多くの国民が楽しみにしていた東京オリンピック・パラリンピックも延期

され、意気消沈する声が様々なところから聞き及びました。 

こうした災禍でも経済活動を停滞させないための「新しい生活様式」や「テレワーク」、

「リモート会議」、などのビジネススタイルが次々と取り入れられ、順調に経済が回復して

コロナ禍の環境に適応したスポーツの祭典が東京で開催されることに期待しています。 

環境計量業界においては、働き方改革の対応等と相まって、事業をどのように進展させ

るか、雇用・労働環境を如何に維持していくか、社会ニーズに柔軟に対応し、如何に生産

性を向上させるかが問われていると理解しています。 

環境計量証明の仕事は社会インフラの一つであると位置付け、各社感染対策の対応に追

われながら、事業継続に奮闘されているものと拝察いたします。 

当協議会におきましても感染症対策の一環として、新春講演会などのイベント開催を見

合わせておりますが、昨年末には皆様のご協力を賜り「災害時の石綿モニタリング等の協

定」に基づく訓練を開催させて頂きました。災害協定では広域的な相互支援協定の取り組

みも広がっております。 

埼環協では、会員の皆様と社会対応のコンセンサスを図り、ご支援を賜りながら環境計

量の発展に寄与したいと考えております。 

さいごに会員及び関係機関の皆様のますますのご発展とご健勝をお祈りし、新年のご挨

拶とさせていただきます。 
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マイクロプラスチック調査及び発生源対策 

 

埼玉県ホームページより抜粋 

（埼環協広報委員会 編集） 

 

 

１．マイクロプラスチック調査及び発生源対策 

大きさが 5 ミリメートル（5 円玉の穴）よりも小さなプラスチックごみを「マイクロ

プラスチック」といいます。世界中の海などで見つかっており、近年、世界的な問題と

なっています。 

 

（１）マイクロプラスチックとは 

マイクロプラスチックは2種類に分けられます。 

 

マイクロプラスチックの種類 

一次的 

マイクロプラスチック 

マイクロサイズで製造されたプラスチック（レジンペレットなど） 

洗顔料・歯磨き粉などのスクラブ材に利用されているマイクロビー

ズ等 

二次的 

マイクロプラスチック 

大きなサイズで製造されたプラスチックが、自然環境中で破砕・細

分化したもの 

 

（２）マイクロプラスチックの特徴 

 光や風で劣化して細かくなりますが、一般的な生き物や微生物は分解することがで

きません。  

 非常に細かいため、環境中に拡散すると回収することが困難です。  

 近年の研究により、表面に有害物質を取り込みやすいことが分かってきました。  

 今はまだ生物への影響は見られません。  

 

（３）河川水中マイクロプラスチック調査 

河川を通じて、埼玉県から海に流れ込んでいるマイクロプラスチックの実態を明らか

にするため、県内全域を対象として、5河川10地点で河川水中のマイクロプラスチック

を調査しました。 

２. 埼玉県情報  
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－ ６ － 

２．調査結果の概要 

（１）県内の状況 

調査をした全ての地点でマイクロプラスチックが検出されました。破片状のものが全

体の 74％を占め、大きなプラスチックが砕けてできた「二次的マイクロプラスチック」

が多いことが判明しました。 

また、包装材等に使われるポリエチレン（PE）、日用品等に使われるポリプロピレン（PP）、

食品用トレイ等に使われるポリスチレン（PS）が大部分を占めることが分かりました。 

 

（２）県内で発生するマイクロプラスチックの主要発生源 

破片状のものが多いこと、生活用品に使われる種類のプラスチックが大半を占めてい

ることから、私たち県民一人一人が、日常生活で使っているプラスチックが、主な発生

源である可能性が高いと考えられます。 

埼玉県が県民と協力して実施した新河岸川と鴨川の河川ごみ調査でも、流下するプラ

スチックごみの多くがプラスチック製食品容器包装や買い物レジ袋などの生活ごみであ

ることが判明しています。 

 

 

３．発生源対策 

（１）マイクロプラスチックを減らすために  

①正しく使ってきちんと捨てる 

マイバックやマイボトルを利用して不必要なプラスチックの使用を減らし、分別して

きちんと捨てることで、マイクロプラスチックの原因となるプラスチックごみを減らす

ことができます。 
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②みんなで拾う 

今回の調査で見つかった破片状のマイクロプラスチックは、屋外に放置されたり、ポ

イ捨てされたりした身近なプラスチック製品が劣化して砕けたものです。屋外で使われ

るプラスチック製品（洗濯バサミ、人工芝マットなど）は、定期的に確認して劣化する

前に交換しましょう。 

地域のごみ拾い活動に積極的に参加して、ポイ捨てごみがマイクロプラスチックにな

る前に回収しましょう。 
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～令和元年度公共用水域の水質測定結果について～ 

 

埼玉県ホームページより抜粋 

（埼環協広報委員会 編集） 

 

埼玉県、国土交通省、関係市及び独立行政法人水資源機構では、公共用水域の水質の汚濁の

状況を監視するため、水質汚濁防止法に基づき、県内の主な河川や湖沼に係る水質測定計画を

作成し、水質の調査を行っています。 

 このたび、令和元年度の水質測定結果を取りまとめましたので、水質汚濁防止法第 17 条の

規定に基づき公表します。（令和2年8月 4日公表） 

1 測定の概要 

（1）目的 

河川の定期的な水質測定を実施することにより、環境基準の維持達成状況を把握し、人の健

康の保護と生活環境の保全を図ることを目的とします。 

（2）測定地点及び測定機関 

令和元年度公共用水域水質測定計画に基づき、44 河川 94 地点、3 湖沼 3 地点において水質

測定を実施しました。測定は、埼玉県、国土交通省、政令市（さいたま市、川越市、川口市、

越谷市、熊谷市、所沢市、春日部市、草加市）、事務移譲市（狭山市）及び独立行政法人水資

源機構が行いました。 

（3）測定項目 

測定項目は下表のとおりです。 

区 分 項目数 項 目 

水 

質 

観測項目 6 気温、水温、色相、臭気、透視度、透明度（湖沼のみ） 

生活環境項目 13 

水素イオン濃度（ｐＨ）、溶存酸素量（ＤＯ）、生物化学的酸素要求 

量（ＢＯＤ）、化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、浮遊物質量（ＳＳ）、 

大腸菌群数、ノルマルヘキサン抽出物質（油分等）、全窒素、全りん、 

全亜鉛、ノニルフェノール、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び 

その塩（ＬＡＳ）、底層溶存酸素（底層ＤＯ） 
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水 

 

質 

健康項目 27 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル 

水銀、ＰＣＢ、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2－ジクロロエタン、 

1,1－ジクロロエチレン、シス－1,2－ジクロロエチレン、1,1,1－ト 

リクロロエタン、1,1,2－トリクロロエタン、トリクロロエチレン、 

テトラクロロエチレン、1,3－ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、 

チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、 

ふつ素、ほう素、1,4－ジオキサン 

特殊項目 5 フェノール類、銅、溶解性鉄、溶解性マンガン、クロム 

その他の項目 14 

アンモニア性窒素、硝酸性窒素、亜硝酸性窒素、有機性窒素、 

りん酸性りん、濁度、導電率、硬度、塩化物イオン、陰イオン界面 

活性剤（ＭＢＡＳ）、トリハロメタン生成能、クロロフィルａ、 

ＤＯＣ、Ｃ－ＢＯＤ 

要監視項目 31 

クロロホルム、トランス－1,2－ジクロロエチレン、1,2－ジクロロ 

プロパン、ｐ－ジクロロベンゼン、イソキサチオン、ダイアジノン、 

フェニトロチオン、イソプロチオラン、オキシン銅（有機銅）、 

クロロタロニル、プロピザミド、ＥＰＮ、ジクロルボス、フェノブ 

カルブ、イプロベンホス、クロルニトロフェン、トルエン、キシレン、 

フタル酸ジエチルヘキシル、ニッケル、モリブデン、アンチモン、 

塩化ビニルモノマー、エピクロロヒドリン、全マンガン、ウラン、 

フェノール、ホルムアルデヒド、4－t－オクチルフェノール、アニリン、

2,4－ジクロロフェノール 

要測定指標項目 2 大腸菌数、有機体炭素（ＴＯＣ） 

底 質 19 

カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、

ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ｐＨ、ＢＯＤ、Ｃ

ＯＤ、全りん、銅、クロム、有機性窒素、強熱減量、水分 

流 量 1 （横断面、平均流速、水位） 

2 測定結果（河川） 

（1）人の健康の保護に関する環境基準（健康項目） 

健康項目については、44河川全 94地点のうち、測定を行なった 44河川 93 地点全てで環境

基準を達成しました。 

（2）生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目） 

生活環境項目の年度平均値は、資料5のとおりです。 
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BOD の環境基準に対する適合・不適合を判断するための 75％値は、資料 6 のとおりです。
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全亜鉛については、資料7のとおり水生生物保全に係る環境基準の類型指定がされている42

水域のうちすべての水域で環境基準を達成しました。 
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また、地点別のBOD年度平均値の低い地点及びBOD改善幅の大きい地点は資料8のとおりです。 
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（3）BODの環境基準達成状況 

環境基準の類型指定がされている34河川44水域のうち、40水域で環境基準を達成しました

（表1）。※達成状況とは、環境基準達成水域数／類型指定水域数 

 

表 1河川の類型別環境基準（BOD）達成状況 

類型 AA A B C D E 計 

達成状況 2/2 13/14 8/10 15/16 2/2 0/0 40/44 

達成率【水域】（％） 100 93 80 94 100 - 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1環境基準達成率の推移（全国・埼玉県） 

注1）75％値とは、1年間に測定を行なったa個の日間平均値をその値の小さいものから順に並べた

とき、0.75×a 番目（小数点以下切上げ）にくる値です。例えば毎月 1 日測定した場合、12

個の日間平均値をその値の小さいものから並べたとき、下から 9 番目の値が 75％値となりま

す。 

注 2）環境基準は、河川、湖沼をその利用目的に応じて定めています。 

注 3）1つの河川でも上流と下流で利水目的が異なる場合は、河川をいくつかの水域に分けて類型が

指定されています。例えば荒川では上流から下流に向けてAA、A、Cの類型が当てはめられて

います。 

3 測定結果（湖沼） 

（1）人の健康の保護に関する環境基準（健康項目） 

健康項目については、環境基準を全て達成しました。 
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（2）生活環境の保全に関する環境基準（生活環境項目） 

生活環境項目の年度平均値は、資料10のとおりでした。 

CODは、資料11のとおり環境基準の類型指定がされている3湖沼中2湖沼で環境基準を達成

しました。 

全りんは、資料12のとおり環境基準の類型指定がされている3湖沼注2湖沼で環境基準を達

成しました。 

全亜鉛について、資料 13 のとおり水生生物保全に係る環境基準の類型指定がされている 2

湖沼全てで、環境基準を達成しました。 
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（3）その他 

その他、県内の主要な湖沼を対象とした水質調査を年 2 回（夏季・冬季）実施しています。

詳細については、「湖沼の水質調査結果について」を参照してください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0505/kosyo.html 

4 今後の対応 

（1） 今後もこの調査を継続し、公共用水域の水質汚濁の状況の監視に努めます。 

（2） 環境基準超過があった地点については、原因究明のための追跡調査等を実施します。 

（3） 公共用水域の水質汚濁を改善するため、次の対策を進めます。  

 ア 県内の水質汚濁の主要原因は生活排水となっています。下水道をはじめ農業集落排

水施設、合併処理浄化槽などの各種生活排水処理施設を、その施設の特性や地域の

状況に応じて効率的かつ適正に整備します。  

 イ 立入検査等により、水質汚濁防止法、埼玉県生活環境保全条例の規制対象工場・事

業場に対する排水規制の遵守を徹底します。  

ウ 関係機関等と緊密な連携を図りながら、河川の状況に応じた水質改善に総合的に取

り組みます。  

エ 川の再生を図るため、県民や河川浄化団体との協働を一層進め、県内の河川浄化活

動を活性化します。  

 参考 

県では、県内の河川浄化をはじめ、川をよみがえらせようと活動をしている人々の交流、連

携の場として、県のホームページ上に「川の国応援団」を開設しています。ここでは、会員と

して登録された団体の概要と活動予定、河川の状況などの情報を発信しています。 
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法規制の改正等の情報 
 

  
埼環協広報委員会 宮原 慎一 

（㈱環境管理センター） 

 

 

【汚染土壌の取扱いのパンフレット(2020.10.29)】 

(一社)日本建設業連合会より、「汚染土壌の取扱いについて」のパンフレットの改定版

が出され、土壌汚染対策法の改正（平成 31（2019）年 4 月 1 日施行）を反映した内容

となっている。また、建設業者が汚染土壌を取り扱う上で最低限必要な法規制等につい

て、コンパクトにとりまとめられている。 

https://www.nikkenren.com/publication/detail.html?ci=333 

 

 

【新型コロナウイルスに関する研究開発動向（2020.10.23）】 

新型コロナウイルス感染症に関する研究開発動向に関して、国立研究開発法人科学技

術振興機構法(JST)の研究開発戦略センターの特設ページが更新された。 

環境・エネルギー分野における世界の研究開発動向として、『「水と感染症」編』が公

開され、現時点での外国を含めた研究内容が紹介されている。また、下水中のウイルス

量は極めて少ないため、効果的な下水試料の採取方法として、バッチでの採取ではなく、

コンポジット採取やパッシブ採取を紹介している。 

https://www.jst.go.jp/crds/covid-19/index.html 

 

 

【低濃度PCB含有廃棄物の測定方法と、低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン 

（焼却処理編）の改訂（2020.10.12）】 

環境省より「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定方法（第5版）」として、分析マニュ

アルの改訂版が出された。令和元年 12 月 20 日に低濃度 PCB の範囲が 5000mg/kg 以下か

ら 100000mg/kg 以下にまで拡大され、試料を希釈して分析する必要が出たため、その手

順やその他必要事項が追記されている。 

また、「低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン（焼却処理編）」も、令和2年

10 月版として一部改訂された。微量 PCB 汚染廃電気機器等として、油量の少ない絶縁油

封じ切りのコンデンサー等でＰＣＢ濃度の分析結果が無いものを受け入れて処理する場

合に関して、受入時の確認方法が一部見直されている。 

http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html 

 

３ .環境情報  
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【事務所衛生基準のあり方の検討（2020.11.30）】 

厚生労働省「令和 2 年度第 3 回事務所衛生基準のあり方に関する検討会（2020 年 11

月 30 日）」が開催され、資料が公開された。労働安全衛生法関係の事務所衛生基準規則

の逐次見直しがなされ、照度基準は JIS Z 9110 に合わせて粗な作業 70Lux は 150Lux 等

へ改正、空気環境測定の CO・CO2 の測定器に各種センサー方式の使用可能を明確にする

等の案や意見が出された。その他トイレの種類、休憩室の仕様他、SDGs を念頭に事務所

則全体の見直しが行われ、法令改正になると思われる。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13194.html 

 

 

【嗅覚測定の新型コロナウイルス感染予防対策のガイドラインの改訂（2020.11.16）】 

公益社団法人におい・かおり環境協会より、「嗅覚測定法における新型コロナウイルス

感染予防対策ガイドライン」が改訂され第2版として出された。 

最近の新型コロナウイルスへ感染対策の内容を取り入れて、担当者の健康管理として

発熱や嗅覚・味覚異常の確認、こまめな手指消毒、外したマスクはティッシュの上に置

く、机・椅子の消毒や足踏みゴミ箱の導入等が明記されている。また、調査現場で環境

試料を採取する際には、周りの人と距離を保って(2m 以上)からマスクを外し、臭気の濃

度変動を確認して試料採取する等も追加されている。 

https://orea.or.jp/gijutsu/kyuukakusokuteihou/safety/ 

 

 

【職場における化学物質等の管理のあり方の検討（2020.11.6）】 

厚生労働省「令和2年度第10回職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討

会（2020年 11月 6日）」が開催され、資料が公開された。 

作業環境測定の結果が、第 3管理区分で作業環境管理の改善が困難な場合の措置とし

て、個人ばく露濃度での管理、保護具の選択管理や健康診断実施他について検討されて

いる。また、その他一定の要件を満たし事業者には自律管理を認めて、一部を適用除外

とする等の化学物質規制の仕組み見直しについても示され、今後さらなる検討を重ねて

法令改正が行われる模様。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06355.html 
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第４４回通常総会の開催報告 

 

 

これまで経験したことのない大変な事態の最中、理事の皆様、事務局の皆様のご尽力に

より恙なく令和2年度の社員総会を開催することができました。 

会員の皆様におかれましても、数多くの委任状をご提出頂きましたことお礼申し上げま

す。 

総会では事業報告や令和2年度の事業計画のご承認を賜りました。事業計画で予定して

いる各委員会の活動や定例的な行事などについて、新型コロナウイルス感染症の影響や社

会情勢を鑑み事業の実施が難しいと判断された場合の対応などについて協議しました。 

活動に際しましては、重要度の大きさと感染リスクの高さなどによりご判断をいただき

つつ実施のご判断をお願い申し上げます。 

 

新型コロナウイルス感染症による会員の皆様における影響などについてその状況を把

握し、今後の事業計画の参考とさせていただくことを目的としたアンケ－ト調査を実施す

る予定ですので、ご協力頂ければ幸いです。 

 

令和2年 5月 25日 

 埼環協 会長 吉田裕之 

 

 

以下に第44回通常総会議事録を示させていただきます。 

 

一般社団法人埼玉県環境計量協議会 第４４回通常総会議事録 

日 時  2020年 5月 22日（金） 16:00 ～ 16:40 

場 所  貸会議室6F 会議室C（さいたま市大宮区宮町1-5 銀座ビル6階） 

 

一般社団法人埼玉県環境計量協議会定款第１４条に基づき、2020 年度第４４回通常総

会を開催することを宣言した。出席した正会員は、会員数の３分の２以上であり、定款

第１８条による総会成立の条件を満たしていることを報告した（総正会員数５０社、出

席４社、委任状提出４３社、合計４７社）。 

会長の挨拶の後、定款第１６条により、議長に会長が選出された。 

議長は、議事録署名人の選出を議長一任としたいと出席会員に諮り了承された。 

議長は、議事録署名人として清水学 氏並びに宮原慎一 氏を指名し、審議を開始した。 

 

 

４ .通常総会開催報告  
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○第一号議案 ２０１９年度事業報告について 

2019年度の事業報告として次の報告があった。 

 

１．会員の状況 総会員数 ５１社（2020年 3月末時点） 

 

２．役員の状況 計１０名 

 

３．会議  通常総会、理事会６回 

 

４．事業の概要 

・新任者研修会（首都圏環境計量協議会連絡会 合同開催） 

・技術研修会 

・第３７回 研究発表会 

・埼環協共同実験 

・新春講演会 

・「県民計量のひろば」への参加 

・会員表彰 

・ホームページのリニュアルと更新・運営 

・埼環協ニュース（年３回）・埼環協通信（毎月）の発行 

・委員会活動（技術委員会、広報委員会、総務委員会） 

 

５．行政及び関係団体 

・埼玉県関係 

「大規模水質事故に関する水質検査の協定」の依頼実績はなかった。 

「廃棄物不法投棄の情報提供に関する協定」では、１件の通報、情報提供があった。 

「災害時における石綿モニタリングに関する合意」に基づく訓練を実施した。 

・災害時相互応援協定 

2019 年に締結した「災害時相互応援協定」に大環協が加わり、連絡体制の整備や

意見交換を行った。 

・災害時の対応 

県内の台風19号の被災について、情報収集し、会員に被害がないことを確認した。 

・他団体との交流等 

「県民計量のひろば」へ協賛団体として参加した。 

首都圏環境計量協議会連絡会への会議・研修会への参加した（計４回）。 

一般社団法人日本環境測定分析協会主催の関連行事に参加した。 

・東京湾環境一斉調査への参加 

・賀詞交歓会 

一般社団法人埼玉県計量協会（１名参加） 

さいたま市新年のつどい（１名参加） 

・浄化槽効率化検査精度管理委員会への出席 
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６．行政への要望及び協力 

・環境計量の最低制限価格制度の対象範囲の拡大を要望。 

・「災害時における石綿モニタリングに関する合意」に関する意見交換を行った。 

・埼玉県主催の「気候変動サイエンスカフェ」に協賛した。 

・環境省主催の「令和元年度 化学物質環境実態調査 環境科学セミナー」で発表依頼

に対応した 

 

７．その他 

・研修会等の情報提供を行った。また、事務局への問合せについて対応した。 

 

○第二号議案 ２０１９年度決算書の承認について 

2019年度の収支決算に関し、2019年度貸借対照表、正味財産増減計算書並びに財産目

録に基づき次の報告があった。 

・収入は会費収入など4,911,233円であり、支出は経常費用として4,847,717円であ

った。 

・当期経常増減額は63,516円となり、正味財産期末残高は、3,111,057 円となった。 

 

監事より2019年度の業務監査及び会計監査について、詳細な監査を行った結果、事業

並びに収支が適正に処理されており事業報告並び収支決算に相違ないとの監査結果の

報告があった。 

 

第一号議案及び第二号議案について審議され、賛成多数で承認された。 

 

○第三号議案 ２０２０年度事業計画（案）について 

2020年度の事業計画として以下のとおりの提案があった。 

１．一般社団法人埼玉県環境計量協議会のさらなる活動の推進 

２．環境計量証明事業の信頼性確保を担保するための取組 

①信頼性確保を担保するための適正な分析料金への取組の継続 

②研究発表会、講習会等の研修会の開催 

③共同実験の実施 

④講演会などの実施 

３．行政の補完業務としての活動 

①浄化槽法第１１条検査の拡大 

②埼玉県企業局との大規模水質事故に係る水質検査に関する協定 

③産業廃棄物不法投棄に関する通報の協定 

④「災害時における石綿モニタリングに関する合意」の活動の推進 

４．情報の発信 

①埼環協ニュース及び埼環協通信の発行 

②ホームページの運営 
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５．行政施策及び主催行事への協力 

６．関連団体事業への協力 

７．委員会活動による事業運営 

８．その他協議会の運営に関する事 

 

○第四号議案 ２０２０年度収支予算（案）について 

2020年度の収支予算に関し以下のとおりの提案があった。 

・収入額を 5,347,050 円、支出額を 5,492,600 円とし、当期経常増減額を△145,550

円とした。従って、2020年度の一般正味財産期末残高は、2,965,507円とした。 

また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続き、事業の中止により予算が執行で

きない場合には、当年度または次年度において会員の負担を緩和する措置を検討するこ

との提案があった。 

 

第三号議案及び第四号議案について審議され、賛成多数で承認された。 

 

 

議長は、本日上程した議題以外に討議する事項があるか出席会員及び事務局に諮ったが、

議題はなく、以上をもって本日の議事を全て終了した旨を述べ、議長の職を解かれた。 
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水試料中の全りんの共同実験について 

 

埼環協技術委員会 

塩越圭 1・浄土真佐実 2・渡辺季之 3・ 

角井信一 4・米田哲也 5 

1 協和化工(株) 2(株)東京久栄  

3(一社)埼玉県環境検査研究協会 4(株)環境管理センター 

5 三菱マテリアルテクノ(株)環境技術センター  

 

１．はじめに 

2019年度の共同実験は、全りんについて行った。 

全りんとは、水中に存在する無機態及び、有機態の全てのりん化合物を、強酸又は酸化

剤によって分解し、生成したりん酸イオンを定量したものである。 

りんは、炭素や窒素などと共にあらゆる生物にとっての主要構成元素である。また多く

の食品、飼料、肥料に含まれており、工業でも広く利用されているとても身近な元素であ

る。 

りんが環境に与える影響としては、りんは植物プランクトンの成長を左右する要因の１

つであり、りんを含む生活排水、工場排水、農業排水などが水域内部に滞留しやすい湖沼

や閉鎖性海域に流入して過剰の負荷がかかると、アオコや赤潮を発生させる富栄養化の原

因とされている。 

その為、湖沼や海域に関して生活環境保全に係る環境基準及び、排水基準が設定されて

おり、さらに水質総量規制制度により、全りんの測定が義務付けられている。したがって、

水質調査を行う計量証明事業所においては日常的に扱っている項目である。 

全りんの試験方法は、環境基準（湖沼・海域）、排水基準及び、総量規制で同じ試験方

法が用いられており、ペルオキソ二硫酸カリウム分解、硝酸－過塩素酸分解、又は硝酸－

硫酸分解によって試料中のりん化合物を分解し、生成したりん酸イオンをモリブデン青吸

光光度法で定量する方法と、ペルオキソ二硫酸カリウム分解及び、モリブデン青吸光光度

法による定量を流れ分析によって自動化した方法がある。 

 

２．実施要領 

【工程】 

試料配布 ： 2019年 10月 10日（一部の事業所は10/11着） 

報告期限 ： 2019年 11月 15日 

【方法】 

分析方法 ： JIS K 0102等に規定された方法 

実施要領 ： 配布したＡ、Ｂの2試料をそのまま分析試料とし、日を変えて2回分析

し、計4データを報告する。 

５ .埼環協共同実験報告  
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【試料調製】 

ワーキンググループで設計した試料について、株式会社東京久栄に調製、配布を委

託した。 

各試料の調製方法は以下のとおりである。 

 

試料Ａ：ポリリン酸ナトリウム（関東化学食品添加用）140mg、リン酸水素二ナトリウ

ム（関東化学試薬特級、105℃で2時間乾燥させた物）433mgに超純水250mL

を加え溶解させた。そこに硫酸（関東化学試薬特級）124mL を加え、蒸留水

で45Lに定容し、攪拌・混合した後、500mLのポリエチレン製容器60本に分

取した。 

 

試料Ｂ：ポリリン酸ナトリウム（同上）210mg、リン酸水素二ナトリウム（同上）650mg

に超純水 250mL を加え溶解させた。そこに硫酸（同上）124mL を加え、蒸留

水で45Lに定容し、攪拌・混合した後、500mLのポリエチレン製容器60本に

分取した。 

 

配布溶液の調製期待値は下記のとおりである。 

試料Ａ ： 3.00mg/L    試料Ｂ ： 4.50mg/L 

※試料Ａ、Ｂとも0.05mol/L-硫酸酸性 

 

３．安定性・均質性の検討 

ワーキンググループの試験所において、試験開始時と7日後にそれぞれ独立した5つの

試料瓶から2回の測定を行った。その結果を表-1-1と表-1-2に示す。 

 

表-1-1 全りんの安定性・均質性試験結果(試料Ａ) 

測定時期 試料 
測定結果 

平均 総平均 
n=1 n=2 

開始時 

No.1 2.747 2.745 2.746 

2.729 

No.2 2.725 2.735 2.730 

No.3 2.690 2.682 2.686 

No.4 2.710 2.772 2.741 

No.5 2.748 2.735 2.742 

7日後 

No.1 2.750 2.766 2.758 

2.754 

No.2 2.774 2.765 2.770 

No.3 2.762 2.762 2.762 

No.4 2.768 2.711 2.740 

No.5 2.738 2.740 2.739 

 (単位：mg/L) 
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表-1-2 全りんの安定性・均質性試験結果(試料Ｂ) 

測定時期 試料 
測定結果(mg/L) 

平均 総平均 
n=1 n=2 

開始時 

No.1 4.127 4.135 4.131 

4.183 

No.2 4.177 4.210 4.194 

No.3 4.152 4.185 4.169 

No.4 4.202 4.211 4.207 

No.5 4.215 4.212 4.214 

7日後 

No.1 4.168 4.172 4.170 

4.208 

No.2 4.188 4.198 4.193 

No.3 4.196 4.181 4.189 

No.4 4.144 4.451 4.298 

No.5 4.185 4.196 4.191 

(単位：mg/L) 

 

これらの結果を、一般社団法人 日本環境測定分析協会の「均質性・安定性試験実施要

綱(日環-77まで)」にしたがって安定性の評価を行った。この結果を表-2に示す。 

 

表-2 安定性試験評価結果 

 Ｘmax Ⅹmin Ｘmax－Ⅹmin 0.3σＲ Ｘmax－Ⅹmin≦0.3σ

Ｒ 試料Ａ 2.754 2.729 0.025 0.037 ○ 

試料Ｂ 4.208 4.183 0.025 0.041 ○ 

Ⅹmax：各試験日における測定値の平均値の大きい方 

Ⅹmin：各試験日における測定値の平均値の小さい方 

0.3σＲ：技能試験標準偏差(正規四分位数範囲)＝各試料のIQR×0.7413の値の0.3倍 

 

均質性試験についても、同じ分析結果を用いて評価した。結果を表-3に示す。 

 

表-3 均質性試験評価結果 

 ｓｓ 0.3σＲ ｓｓ≦0.3σＲ 

試料Ａ 0.020 0.032 ○ 

試料Ｂ 0.032 0.040 ○ 

ｓｓ：容器間標準偏差 

0.3σＲ：技能試験標準偏差(正規四分位数範囲) 

 

以上の結果から、本試料の安定性、均質性ともに判定基準を満たし、問題なしと判断さ

れた。 
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４．共同実験の参加機関 

2019年度の共同実験は、埼環協会員事業所及び関連団体から31機関、（一社）神奈川県

環境計量協議会（以降：神環協）会員事業所から18機関、合計49機関に参加いただいた。

参加機関のリストを表-4-1と表-4-2に示す。 

 

表-4-1 共同実験の参加機関（埼環協会員事業所及び関連団体） 

アルファー･ラボラトリー㈱ ㈱東京久栄 

エヌエス環境㈱ 東京支社  ㈱東京建設コンサルタント 

大阿蘇水質管理㈱ 東邦化研㈱ 

㈱環境管理センター 北関東技術センター 内藤環境管理㈱ 

㈱環境技研 日本総合住生活㈱ 

㈱環境工学研究所 前澤工業㈱ 

㈱環境総合研究所 三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱ｾﾒﾝﾄ事業ｶﾝﾊﾟﾆｰｾﾒﾝﾄ研究所 

㈱環境テクノ 山根技研㈱ 

㈱関東環境科学 (一財)福岡県浄化槽協会筑後検査ｾﾝﾀｰ 

協和化工㈱ (一財)福岡県浄化槽協会筑豊検査ｾﾝﾀｰ 

㈱熊谷環境分析センター 菱冷環境エンジニアリング㈱ 

㈱建設環境研究所 ㈱環境分析研究所 

(一社)埼玉県環境検査研究協会 ㈱クレハ分析センター 

埼玉ゴム工業㈱ ㈱日本化学環境センター 

㈱産業分析センター アエスト環境㈱ 

㈱高見沢分析化学研究所  

 

表-4-2 共同実験の参加機関（神環協会員事業所） 

㈱アクアパルス ㈱総合環境分析 

㈱アサヒ産業環境 ㈱相新 日本環境調査センター 

㈱エスク横浜分析センター ㈱ダイワ 

㈱オオスミ 東芝環境ソリューション㈱ 

化工機プラント環境エンジ㈱ ㈱ニチユ・テクノ 

㈱神奈川環境研究所 富士産業㈱ 

㈱酒井化学研究所 ムラタ計測器サービス㈱ 

ＪＦＥ東日本ジーエス㈱ ㈱横須賀環境技術センター 

㈱湘南分析センター ㈱タツノ 

 

なお、上記の表と後述の結果一覧表の並び順とは関連はない。 
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５．調査結果 

今回の報告値を表-5に示す。 

表-5 調査結果一覧表 

事業所 

No. 

試料Ａ全りん結果

(mg/L) 

試料Ｂ全りん結果

(mg/L) 事業所 

No. 

試料Ａ全りん結果 

(mg/L) 

試料Ｂ全りん結果 

(mg/L) 

1回

目 

2回

目 
平均 

1回

目 

2回

目 
平均 

1回

目 

2回

目 
平均 

1回

目 

2回

目 
平均 

1 2.856 2.911 2.884 4.467 4.430 4.449 26 2.718 2.763 2.741 4.165 4.174 4.170 

2 2.660 2.670 2.665 4.073 4.056 4.065 27 2.792 2.821 2.807 4.322 4.337 4.330 

3 2.821 2.815 2.818 4.270 4.304 4.287 28 2.869 2.862 2.866 4.368 4.318 4.343 

4 2.779 2.772 2.776 4.233 4.179 4.206 29 2.718 2.748 2.733 4.168 4.300 4.234 

5 2.928 3.008 2.968 4.374 4.290 4.332 30 2.915 2.884 2.900 4.500 4.410 4.455 

6 2.877 2.844 2.861 4.281 4.285 4.283 31 2.923 2.928 2.926 4.454 4.459 4.457 

7 2.730 2.693 2.712 4.224 4.165 4.195 32 2.75 2.72 2.735 4.26 4.19 4.225 

8 2.724 2.730 2.727 4.150 4.220 4.185 33 2.79 2.79 2.79 4.25 4.24 4.245 

9 2.915 2.802 2.859 4.484 4.417 4.451 34 2.80 2.82 2.81 4.27 4.28 4.275 

10 2.903 2.862 2.883 4.398 4.338 4.368 35 3.04 2.99 3.015 4.52 4.56 4.54 

11 2.890 2.784 2.837 4.314 4.332 4.323 36 2.953 2.888 2.9205 4.357 4.294 4.3255 

12 2.833 2.838 2.836 4.377 4.313 4.345 37 2.79 4.19 3.49 2.80 4.21 3.505 

13 2.696 2.589 2.643 4.197 4.092 4.145 38 2.82 2.81 2.815 4.34 4.34 4.34 

14 1.706 1.703 1.705 1.932 1.966 1.949 39 2.66 2.63 2.645 4.00 4.00 4.00 

15 3.030 2.970 3.000 4.660 4.500 4.580 40 2.72 2.80 2.76 4.11 4.17 4.14 

16 2.753 2.794 2.774 4.365 4.386 4.376 41 2.81 2.84 2.825 4.16 4.33 4.245 

17 2.754 2.766 2.760 4.243 4.241 4.242 42 2.84 2.84 2.84 4.16 4.18 4.17 

18 2.503 2.523 2.513 3.855 3.843 3.849 43 2.828 2.814 2.821 4.212 4.281 4.2465 

19 3.040 3.002 3.021 4.603 4.452 4.528 44 2.97 3.07 3.02 4.52 4.62 4.57 

20 2.970 3.091 3.031 4.455 4.498 4.477 45 2.81 2.81 2.81 4.29 4.27 4.28 

21 2.766 2.772 2.769 4.274 4.178 4.226 46 2.98 2.62 2.8 4.47 4.10 4.285 

22 2.709 2.710 2.710 4.119 4.085 4.102 47 2.81 4.27 3.54 2.83 4.36 3.595 

23 2.691 2.696 2.694 4.172 4.169 4.171 48 2.894 2.857 2.8755 4.350  4.377 4.3635 

24 2.802 2.809 2.806 4.275 4.282 4.279 49 2.78 2.78 2.78 4.18 4.21 4.195 

25 2.712 2.823 2.768 4.148 4.253 4.201  

 

なお、報告値は桁数の調製は行わず、報告いただいたままの値を載せた。 
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６．統計的な検討 

埼環協及び、神環協のデータを併せて検討を行った。 

基本的な統計量を表-6に示す(1回目と2回目の平均値を使用)。評価に用いる付与値は

全報告値の中央値(メジアン)を採用した。すべてのデータを用いた分散分析表を表-7-1に、

頻度分布図(ヒストグラム)を図-1、図-2に示す。 

分散分析表より、室内精度(併行精度)は試料Ａが RSD 7.5％、試料Ｂが RSD 5.2％、室

間精度(再現精度)は試料ＡがRSD 10.0％、試料ＢがRSD 9.9％であり概ね良好であった。 

また、Grubbs の方法により外れ値の検定をしたところ、危険率 5％で試料Ａが 2 機関

(No.14,47)、試料Ｂが1機関(No.14)のデータが棄却された（表-8参照）。これらのデータ

を棄却して整理すると、試料Ａは、室内精度が5.4%、室間精度が6.4%、試料Ｂは、室内精

度が5.2%、室間精度が6.1%と良好な結果となった（表-7-2参照）。 

試料Ａ、試料Ｂの各ｚスコアを表-9に示す。試料Ａではｚスコア±2以上が9データあ

り、そのうち 4 データがｚスコア±3 を超過した。試料Ｂではｚスコア±2 以上が 9 デー

タ、そのうち4データがｚスコア±3を超過した。 

 

表-6 基本的な統計量 

 

 

  

基本統計量表(全データ) 試料Ａ 試料Ｂ 試験所間 試験所内

データ数 ｎ 49 49 メジアン 5.010 1.039

平均値 ｘ 2.822 4.207 第１四分位 4.926 1.004

最大値 max 3.540 4.580 第３四分位 5.119 1.062
最小値 min 1.705 1.949 IQR 0.192 0.058
範囲 Ｒ 1.836 2.631 IQR×0.7413 0.143 0.043

標準偏差 ｓ 0.239 0.388
変動係数 RSD％ 8.5 9.2

中央値(ﾒｼﾞｱﾝ) ｘ 2.810 4.275

第１四分位数 Ｑ1 2.760 4.185

第３四分位数 Ｑ3 2.883 4.345

四分位数範囲 IQR 0.123 0.160

正規四分位数範囲 IQR×0.7413 0.091 0.119

3.2 2.8

平方和 Ｓ 2.744 7.213

分散 Ｖ 0.057 0.150

ロバストな変動係数
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表-7-1 分散分析表（全データ） 

 

 

表-7-2 分散分析表（棄却後データ） 

 

平方和 自由度 平均平方 分散比(F0) Ｐ値

(分散)

事業所間 5.487 48 0.1143 2.58 ** 0.00060923

残差 2.169 49 0.0443

合計 7.656 97

平均値 x 2.822 RSD%

併行精度 σW 0.2104 7.5

再現精度 σL 0.2816 10.0

併行許容差 D2(0.95)σW 0.5828

再現許容差 D2(0.95)σL 0.7800

平方和 自由度 平均平方 分散比(F0) Ｐ値

(分散)

事業所間 14.425 48 0.3005 6.30 ** 8.95142E-10

残差 2.336 49 0.0477

合計 16.762 97

平均値 x 4.207 RSD%

併行精度 σW 0.2184 5.2

再現精度 σL 0.4173 9.9

併行許容差 D2(0.95)σW 0.6049

再現許容差 D2(0.95)σL 1.1558 D2(0.95)は2.77を用いた

試料Ａ

試料Ｂ

平方和 自由度 平均平方 分散比(F0) Ｐ値

(分散)

事業所間 1.952 46 0.0424 1.81 ** 0.02289692

残差 1.103 47 0.0235

合計 3.055 93

平均値 x 2.830 RSD%

併行精度 σW 0.1532 5.4

再現精度 σL 0.1815 6.4

併行許容差 D2(0.95)σW 0.4243

再現許容差 D2(0.95)σL 0.5028

平方和 自由度 平均平方 分散比(F0) Ｐ値

(分散)

事業所間 4.016 47 0.0854 1.76 ** 2.74153E-02

残差 2.336 48 0.0487

合計 6.352 95

平均値 x 4.254 RSD%

併行精度 σW 0.2206 5.2

再現精度 σL 0.2590 6.1

併行許容差 D2(0.95)σW 0.6111

再現許容差 D2(0.95)σL 0.7173 D2(0.95)は2.77を用いた

試料Ｂ

試料Ａ
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図-1 試料Ａの頻度分布 

 

 

 

図-2 試料Ｂの頻度分布 

 

 

 

 

 

 

データ区間 頻度 相対度数(%)

2.4未満 1 2.0

2.4以上～2.5未満 0 0.0

2.5以上～2.6未満 1 2.0

2.6以上～2.7未満 4 8.2

2.7以上～2.8未満 14 28.6

2.8以上～2.9未満 18 36.7

2.9以上～3未満 4 8.2

3以上～3.1未満 5 10.2

3.1以上～3.2未満 0 0.0

3.2以上 2 4.1
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データ区間 頻度 相対度数(%)

3.68未満 3 6.1

3.68以上～3.82未満 0 0.0

3.82以上～3.96未満 1 2.0

3.96以上～4.1未満 2 4.1

4.1以上～4.24未満 14 28.6
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表-8 Grubbsの外れ値の検定結果 

 

 

 

 

 

  

試料Ａ 試料Ｂ 試料Ａ 試料Ｂ

1 0.260    0.624    26 -0.339   -0.095   

2 -0.656   -0.366   27 -0.062   0.317    

3 -0.016   0.206    28 0.184    0.351    

4 -0.192   -0.003   29 -0.372   0.070    

5 0.611    0.323    30 0.327    0.640    

6 0.163    0.196    31 0.435    0.645    

7 -0.460   -0.031   32 -0.364   0.047    

8 -0.397   -0.057   33 -0.134   0.098    

9 0.155    0.630    34 -0.050   0.175    

10 0.255    0.415    35 0.808    0.859    

11 0.063    0.299    36 0.412    0.306    

12 0.059    0.356    37 2.794    -1.811   

13 -0.748   -0.160   38 -0.029   0.343    

14 -4.672   -5.825   39 -0.740   -0.534   

15 0.745    0.962    40 -0.259   -0.173   

16 -0.201   0.436    41 0.013    0.098    

17 -0.259   0.090    42 0.076    -0.095   

18 -1.292   -0.923   43 -0.004   0.102    

19 0.833    0.828    44 0.828    0.937    

20 0.874    0.697    45 -0.050   0.188    

21 -0.221   0.049    46 -0.092   0.201    

22 -0.468   -0.271   47 3.003    -1.579   

23 -0.535   -0.093   48 0.224    0.404    

24 -0.067   0.186    49 -0.175   -0.031   

25 -0.226   -0.015   

☆危険率5％で棄却データあり（試料Ａ：2、試料Ｂ：1）

No.
標準化係数

No.
標準化係数

Grubbsの表より、n=49、±2.949超過で棄却（危険率5％）
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表-9 ｚスコア 

 

 

  

試料Ａ 試料Ｂ 試料Ａ 試料Ｂ

1 0.809    1.463    26 -0.765   -0.889   

2 -1.597   -1.775   27 -0.039   0.459    

3 0.088    0.101    28 0.611    0.573    

4 -0.380   -0.582   29 -0.848   -0.346   

5 1.740    0.481    30 0.986    1.518    

6 0.556    0.067    31 1.272    1.530    

7 -1.085   -0.679   32 -0.826   -0.422   

8 -0.914   -0.759   33 -0.220   -0.253   

9 0.534    1.480    34 -0.000   -     

10 0.798    0.784    35 2.257    2.234    

11 0.297    0.405    36 1.217    0.426    

12 0.281    0.590    37 7.488    -6.492   

13 -1.845   -1.100   38 0.055    0.548    

14 -12.174  -19.611  39 -1.817   -2.319   

15 2.092    2.571    40 -0.551   -1.138   

16 -0.402   0.847    41 0.165    -0.253   

17 -0.551   -0.278   42 0.330    -0.885   

18 -3.271   -3.592   43 0.121    -0.240   

19 2.324    2.129    44 2.313    2.487    

20 2.428    1.699    45 -     0.042    

21 -0.451   -0.413   46 -0.110   0.084    

22 -1.107   -1.459   47 8.039    -5.733   

23 -1.283   -0.881   48 0.721    0.746    

24 -0.050   0.030    49 -0.330   -0.674   

25 -0.468   -0.628   

｜ｚ｜＞３：試料Aで4データ、試料Bで4データ

No.
ｚスコア

No.
ｚスコア

２＜｜ｚ｜≦３：試料Aで5データ、試料Bで5データ
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複合評価図を図-3に示す。また参考として複合評価図の各区間の意味を(一社)日本環境

測定分析協会の技能試験解説より引用し、表-10に添付した。 

 

図-3 複合評価図 

 

表-10 複合評価図の10の区画の評価 

区画 
試験所間 

ｚスコア 

試験所内 

ｚスコア 
評価 

①  ｜ｚＢ｜≦2 ｜ｚｗ｜≦2 かたよりもなく、ばらつきもない。 

② 
2＜｜ｚＢ｜＜3 

又は/及び2＜｜ｚｗ｜＜3 

かたよりか、ばらつきのいずれか、 

又は両方に疑わしい点がある。 

③ ｚＢ≧3 -3＜ｚｗ＜3 
大きい方にかたよりがあるが、ばらつきは小さ

い。 

④ ｚＢ≦-3 -3＜ｚｗ＜3 
小さい方にかたよりがあるが、ばらつきは小さ

い。 

⑤ -3＜ｚＢ＜-3 ｚｗ≦-3 かたよりはないが、ばらつきが大きい 

(Ａ、Ｂのいずれかが大きく離れている場合も

ある)。 
⑥ -3＜ｚＢ＜-3 ｚｗ≧3 

⑦ ｚＢ≧3 ｚｗ≦-3 大きい方にかたよりがあり、ばらつきも大きい 

(Ａ、Ｂのいずれかが大きく離れている場合も

ある)。 
⑧ ｚＢ≧3 ｚｗ≧3 

⑨ ｚＢ≦-3 ｚｗ≦-3 小さい方にかたよりがあり、ばらつきも大きい 

(Ａ、Ｂのいずれかが大きく離れている場合も

ある)。 
⑩ ｚＢ≦-3 ｚｗ≧3 

試料Ａ(mg/L)

⑨

試
料

Ｂ
(mg/

L)

⑥

②

⑧

③

①

⑦
⑥

⑧

③

⑦
⑥

⑧

③

⑦
⑥

①

②

1.90

2.40

2.90

3.40

3.90

4.40

4.90

5.40

1.70 2.20 2.70 3.20 3.70

⑤⑩

②
①

④

⑨

⑧

③

⑦

試料Ａ(mg/L)

試
料
Ｂ
(mg/

L)

⑥



－ ３５ － 

 (ⅰ) ③、④の区画に該当する試験所は次の点に注意する必要がある。 

・標準溶液の濃度の変化 

・使用する水、試薬等の汚染 

・試料の準備操作 

・計算式の誤り 

 

(ⅱ) ⑤、⑥の区画に該当する試験所は次の点に注意する必要がある(場合によってはＡ、

Ｂいずれかの値が大きくずれているために、このような結果になった可能性もある)。 

・個々の容器等の汚染 

・環境からの汚染 

・前処理及び準備操作 

・測定装置の安定性(維持管理の不足) 

 

(ⅲ) ⑦、⑧、⑨、⑩の区画に該当する試験所は、かたよりもばらつきも大きいので、その

原因を十分に究明する必要がある(場合によってはＡ、Ｂいずれかの値が大きくずれ

ているために、このような結果になった可能性もある)。 

 

(ⅳ) ②の区画に該当する試験所は、かたより又は／及びばらつきに疑わしい点があるので、

(ⅰ)、(ⅱ)について留意すること。 

 

(ⅴ) ①の区画に該当する事業所は、かたよりもばらつきも小さく、技術的に満足している

といえる。 

 

出典：一般社団法人 日本環境測定分析協会 技能試験結果の解説 
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７．分析条件等による値の分布状況 

測定値のデータのほかに、アンケートで回答いただいたいくつかの分析条件についての

集計結果を表-11-1と表-11-2に示す。 

集計項目は、分析日、試験者の経験年数、使用した分析方法、使用した水の種類、標準

液の調製方法、検量線の点数、ブランク測定の有無とブランク濃度である。 

 

表-11-1 測定時の諸条件等アンケート結果 

事業所

No. 

分析日 
試験者 

経験年数 
分析方法 

使用した水 
標準液の

調製方法 

検量線

の点数 

ブランク操作 

1回目 2回目 年 分解法 測定法 測定の有無 
ﾌﾞﾗﾝｸ濃度

(mg/L) 

1 10/11 10/16 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 6 有 0 

2 10/16 10/17 4 流れ分析 流れ分析 蒸留水 市販品 5 有 0.001 

3 10/21 10/23 19 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 6 有 0 

4 10/10 10/16 5 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 7 有 0.003 

5 10/15 10/17 9 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 市販品 6 有 
0.002 

0.006 

6 10/17 10/25 5 流れ分析 流れ分析 超純水 市販品 5 有 0 

7 10/22 10/28 14 流れ分析 流れ分析 超純水 市販品 6 有 -0.003 

8 10/16 10/24 6 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 8 有 0.002 

9 10/17 10/18 0 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 RO水 市販品 5 有 0 

10 10/17 10/23 20 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 ｲｵﾝ交換水 自社調製 5 有 0.001 

11 10/16 10/24 7 流れ分析 流れ分析 超純水 自社調製 6 無し ― 

12 10/18 10/21 10 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 自社調製 4 有 ― 

13 10/31 11/1 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 4 有 0.001 

14 10/23 10/28 5 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 ｲｵﾝ交換水 市販品 6 無し ― 

15 10/16 10/18 7 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 4 有 0.01 

16 10/11 10/15 10 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 ｲｵﾝ交換水 自社調製 6 有 0.002 

17 10/16 10/17 8 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 自社調製 6 有 0.0001 

18 10/25 10/30 12 流れ分析 流れ分析 超純水 自社調製 7 無し ― 

19 10/15 10/30 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 自社調製 6 有 0.002 

20 10/26 11/9 10 流れ分析 流れ分析 超純水 市販品 6 無し ― 

21 10/18 10/25 13 流れ分析 流れ分析 RO水 自社調製 6 有 0 

22 10/15 10/16 7 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 自社調製 5 有 0.001 

23 10/24 10/30 7 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 自社調製 5 有 ― 

24 11/14 11/15 18 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 4 有 0 

25 10/11 10/16 5 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 RO水 市販品 8 有 0.004 

26 10/21 11/7 20 流れ分析 流れ分析 超純水 市販品 8 無し ― 

27 10/30 10/31 35 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 6 有 0 
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表-11-2 測定時の諸条件等アンケート結果 

事業所

No. 

分析日 
試験者 

経験年数 
分析方法 

使用した水 
標準液の

調製方法 

検量線

の点数 

ブランク操作 

1回目 2回目 年 分解法 測定法 測定の有無 
ﾌﾞﾗﾝｸ濃度

(mg/L) 

28 10/11 10/25 3 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 市販品 6 有 0.0008 

29 10/25 10/29 10 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 8 有 0.0007 

30 10/24 10/30 10 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 精製水 市販品 6 有 0.104 

31 10/31 11/11 6 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 4 有 0 

32 10/30 11/5 7 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 5 有 0.00209 

33 10/17 10/19 25 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 純水 市販品 ― 有 0 

34 10/11 10/12 2 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 市販品 6 有 0.0010 

35 10/19 10/23 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 市販品 6 有 0.0061 

36 10/29 10/30 5 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 5 有 0.003 

37 10/18 10/21 20 硝酸-硫酸 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 5 有 0 

38 10/30 10/31 3 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 7 有 0.00 

39 10/21 10/23 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 自社調製 5 無し ― 

40 10/15 10/17 30 硝酸-硫酸 ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 自社調製 4 有 0.003 

41 10/16 10/21 1 流れ分析 流れ分析 超純水 市販品 7 有 0.00019 

42 10/22 10/28 10 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 市販品 5 有 0.03255 

43 10/16 10/18 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 ｲｵﾝ交換水 市販品 5 有 0.00047616 

44 10/18 10/22 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 ｲｵﾝ交換水 市販品 6 有 0 

45 10/15 10/16 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 超純水 自社調製 6 有 0.00341 

46 10/11 10/15 0 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 純水 市販品 6 有 0 

47 10/11 10/16 5 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 ｲｵﾝ交換水 市販品 5 有 0.0039 

48 10/15 10/17 1 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 蒸留水 自社調製 7 無し ― 

49 10/18 10/23 0.5 ﾍﾟﾙｵｷｿ ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青 純水 市販品 5 有 0.000 

略号：ﾍﾟﾙｵｷｿ・・・JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法 

硝酸‐硫酸・・・JIS K 0102 46.3.3 硝酸－硫酸分解法 

流れ分析・・・JIS K 0102 46.3.4 流れ分析法 

ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ青・・・JIS K 0102 46.1.1 モリブデン青吸光光度法 
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アンケート回答から、いくつかの分析条件による値の分布状況を以下に図示する。 

 

① 分析日による分布(図-4-1) 

分析は10/10から 11/15の期間で行われており、10/15から11/1の期間で行われた

分析が多く見られた。分析日による明確な傾向は見られなかった。一般的にりん化合

物は吸着、凝集、沈殿が起こりやすい物質で試料の保存日数が長くなるほど濃度の減

少が起こると考えられる。本試料はマトリックスとして0.05mol/Lの硫酸酸性にして

おり、これがJIS K 0102 3.3 b)8)の硫酸又は硝酸を加えてpH約 2とする保存処理の

役割を担い、濃度の減少を抑えたと考えられた。 

 

 

図-4-1 分析日による分布 
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② 経験年数による分布(図-4-2) 

試験者の経験年数は、0 から 35 年で、10 年以内の経験年数が多く見られた。試料

Ａ、Ｂともに経験年数 10 年以内で若干ばらつく傾向がみられたが、10 年を超えるデ

ータ数が少ないため経験年数が長いほどばらつきが小さくなるとも判断できなかった。 

 

 

図-4-2 経験年数による分布 
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③ 分析方法による分布(図-4-3) 

全りんの分析は、分解操作とその後の定量操作に分けられる。分解操作は、ペルオ

キソ二硫酸カリウム分解法(JIS K 0102 46.3.1)、硝酸－過塩素酸分解法(同 46.3.2)、

硝酸－硫酸分解法(同 46.3.3)の 3種があり、定量操作は、モリブデン青吸光光度法の

1 種である。またペルオキソ二硫酸カリウム分解法及び、モリブデン青吸光光度法を

流れ分析によって行う、流れ分析法(同 46.3.4)がある。 

ペルオキソ二硫酸カリウム分解法の使用が最も多く、硝酸－過塩素酸分解法の使用

は無かった。分布状況から分析方法の違いによる傾向は判断できなかった。 

 

 

図-4-3 分析方法による分布 

(ﾍﾟﾙｵｷｿ…38、硝酸-硫酸…2、流れ分析…9) 
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④ 使用した水の種類による分布(図-4-4) 

使用水は6種類に分かれ、超純水が最も多く使用されていた。使用水が及ぼす誤差

の原因として、水の汚染があり、汚染があると試料Ａ、Ｂの値ともに正の誤差が生じ

ると考えられる。 

イオン交換水と超純水で見られた z スコア±3 以上のデータに限って見ると、試料

Ａ、Ｂともに正の誤差を示すデータは見られず、誤差の原因は使用水の影響ではない

と考えられた。 

全体の分布状況からは使用した水の違いによる傾向は判断できなかった。 

 

 

図-4-4 使用した水の種類による分布 

(蒸留水…8、ｲｵﾝ交換水…6、純水…3、精製水…1、超純水…28、RO水…3) 
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⑤ 標準液の調製方法による分布(図-4-5) 

標準溶液の調製は市販品の標準原液を希釈して使用する方法とりん酸二水素カリ

ウムを溶かして使用する方法(自家調製)に分けられる。標準溶液が及ぼす誤差として、

標準試料の汚染や調製ミス等で標準溶液の濃度が高くなると、試料Ａ、Ｂの値ともに

負の誤差を生じ、標準試料の劣化や調製ミス等で標準溶液の濃度が低くなると、試料

Ａ、Ｂの値ともに正の誤差を生じると考えられる。z スコア±3 以上のデータを見る

と、試料Ａ、Ｂともに正の誤差を示すデータは見られなかったが、負の誤差を示すデ

ータは市販希釈と自家調製で一組ずつ見られ、それぞれ同事業所でのデータであった。

負の誤差を生じさせる原因は他にも考えられるが、可能性の１つとして、標準試料の

汚染や調製ミス等で標準溶液の濃度が高くなることで負の誤差を生じさせたことが考

えられた。全体の分布状況からは標準溶液の調製方法の違いによる傾向は判断できな

かった。 

 

 

図-4-5 標準液の調製方法による分布 

(市販品希釈…35、自家調製…14) 
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⑥ 検量線の点数による分布(図-4-6) 

検量線の点数(ゼロ点を含む）は 4から 8 点の間でとられており、6 点が 19 事業所

で最も多く、次いで5点の14事業所であった。検量線の点数による明確な傾向は見ら

れなかった。 

 

 

図-4-6 検量線の点数による分布 

(4点…6、5点…14、6点…19、7点…5、8点…4) 
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⑦ ブランク測定の有無による分布(図-4-7) 

埼環協のアンケートにはブランク測定の有無及び、ブランク補正の有無の設問があ

り、ブランク測定は行っているが、ブランク補正は行っていないという回答もあった。

これはブランク値の大きさを見てからブランク補正の有無を判断していると思われる。

本分布はブランク補正の有無にかかわらず、ブランク測定の有無での分布を示してい

る。 

一般的に、ブランク測定は、試薬、水の汚染等で生じる正の誤差を補正する目的で

行う。ブランク測定なしの z スコア±3 以上のデータは全て負の誤差であり、ブラン

ク測定を行ったとしても補正することは出来ないと考えられる。 

分布状況からブランク測定の有無による傾向は判断できなかった。 

 

 

図-4-7 ブランク測定の有無による分布 

(あり…42、なし…7) 
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８．まとめ 

今回の共同実験には、埼環協、神環協合わせて49事業所が参加した。 

試料Ａは調製期待値(約 3.00mg/L)に対して、平均値 2.822mg/L(調製期待値と比べて

-5.9%)、中央値 2.810mg/L(-6.3%)、試料Ｂは調製期待値(約 4.50mg/L)に対して、平均値

4.207mg/L(-6.5%)、中央値4.275mg/L(-5.0%)であり、試料Ａ、Ｂとも平均値、中央値は調

製期待値に対して、低い値となった。 

低い値となった原因として、吸着の可能性が考えられた。配布試料調製時及び、分析操

作時に使用した容器や器具等に吸着が起こり、一定の量が吸着した後は、“安定性・均質性

試験結果”及び、“分析日による分布状況”で経時的な濃度の減少は見られなかったことか

ら、吸着量と脱着量が等しい吸着平衡にあったと推測された。また、調製期待値は試薬の

濃度レベルを 100％として算出しているが、調製に用いたポリリン酸ナトリウムは食品添

加用のため濃度の標記がなく、濃度レベルがやや低かった可能性も考えられる。 

室内精度は試料Ａで 7.5%、試料Ｂで 5.2%、室間精度は試料Ａで 10.0%、試料Ｂで 9.9%

であり、概ね良好な結果であった。 

Grubbsの方法による外れ値の検定を行ったところ、危険率5%では、試料Ａで2データ、

試料Ｂで1データが棄却された。 

ｚスコアでは試料Ａではｚスコア±2 超えが 9 データあり、そのうち 4 データが±3 以

上であった。試料Ｂでは±2超えが9データあり、そのうち4データが±3以上であった。 

ｚスコア±2 を超えたデータの中に報告書への値の転記ミスと思われるデータが試料Ａ、

Ｂで2データずつあり（Ａ、Ｂと1回目、2回目を取り違えて報告した可能性が高い）、こ

れらを除くｚスコア±2 を超えたデータでは、試料Ａ、Ｂの両データで事業所により大き

い方、又は小さい方に偏る傾向があり、かつ試料Ａ、Ｂともに1回目と2回目とで値のば

らつきは小さかった。この様な一定の傾向をもった偏りは、分析試料に一様に与える誤差

が要因であり、標準液の劣化・汚染、使用する水の汚染、試薬の劣化・汚染、試料準備操

作の誤り、分析装置のメンテナンス不足等による不具合、計算式の誤り等が原因として考

えられた。 

また、試料・試薬の調製、分注、混合、反応待機時間等の分析操作に分析者による一定

の癖がある場合でも偏りの原因になると考えられる。特にモリブデン青吸光光度法の発色

は酸や試薬の濃度に影響されることが知られており、定められた条件に従って正確に操作

することが重要であることが示唆された。 

 

 

【参考資料】 

1) JIS使い方シリーズ 詳解 工場排水試験方法(JIS K0102:2019) 改訂 6版  

一般財団法人 日本規格協会 

2) 一般社団法人 日本環境測定分析協会  

HP  TOP→測定分析の信頼性→技能試験→技能試験結果の解説 

3) 分析技術者のための統計的方法 第 2版・改訂増補  

一般社団法人 日本環境測定分析協会 
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埼環協の新型コロナウイルス感染予防対策の活動について 

 

                埼環協事務局 

 

2020年は、新型コロナウイルスに翻弄された１年でした。 

埼環協では、新型コロナウイルス感染予防対策として、いくつかの活動をしてきました。

本稿では、その紹介をさせていただきながら、この脅威が早く終息するように願うばかり

です。 

 

１．2020年度の活動について 

 2020年度の事業計画を行う上で、諸会議が予定されていましたが、感染拡大の兆候から

感染予防を徹底し、書面やWebを利用した会議、集合する諸行事の開催を見送りました。 

 

・2020/03 理事会にて感染予防を徹底した活動にすることを会長が指示 

・2020/05 2020年度第１回理事会は書面で行う。議事は総会議案内容 

・2020/05/22 2020年度総会  

         過半数が委任状、会長、副会長、事務局、議事録署名人で開催 

・2020/06 新型コロナ関連のアンケート調査実施 

・2020/07 第２回理事会（offline） 年度内の活動について協議 

基本的に集合しての開催をとりやめる方針とした 

      共同実験案内開始 

・2020/10 第３回理事会（一部online ）  当年度の代替活動について協議 

      啓発グッズや広報媒体を検討、Web配信での研修会検討 

 

このことと並行して、「埼環協通信」（毎月１回、会員にメール配信）にて、国や埼玉県

の新型コロナウイルス感染予防対策の情報を情報提供しました。また、この通信とは別に

ごみ質調査や下水中の新型コロナウイルス感染予防対策などについて配信しました。 

その際に、参考にした資料は次のとおりです。 

 

・令和2年 3月 30日 国土交通省 下水道企画課 

 新型コロナウイルス感染症に係る対応について 作業従事者の保護具着用 

・令和2年 4月 23日 環境省 廃棄物適正処理推進課・廃棄物規制課 

 廃棄物処理における新型コロナウイルス感染症対策に関するQ&A ※ 

・令和2年 5月 14日 一般社団法人 日本下水道施設管理業協会 

 下水道施設運転管理業務における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン 

・令和2年 5月 14日 公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 

 下水道管路管理業務における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン 

６ .埼環協活動報告  



－ ４７ － 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

３密回避
通勤経路等変更

感染防止等の教育
社内ルールの整備

時差勤務
休暇取得奨励

自宅待機
行事の中止

Web会議の導入
在宅勤務

検温
マスク等の社内販売提供

マスク着用徹底
職場等の除菌・消毒

消毒液の設置
隔離シートの設置
納期延長の交渉

業務仕様変更の要望
資材の早期購入
訪問営業の自粛
来訪者の制限

業務の一部自粛
営業時間の短縮

従業員の外食等の禁止
補助金の申請
何もしていない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

売上減少

ラボ内の感染者発生対応

ごみ質調査の感染リスク

ごみ焼却場での作業

排水分析

下水道調査での採取

資材入手の困難

・令和2年 5月 一般財団法人 日本環境衛生センター 

 廃棄物処理業における新型コロナウイルス対策ガイドライン 

 

※日本環境測定分析協会の提案により「ごみ質の組成分析調査」について追加された。 

 

２．新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に関するアンケートについて 

埼環協の会員を対象に感染予防対策について、アンケートを実施しました。 

＜実施内容＞ 

 アンケート依頼日：2020年 6月 8日 

回答数：24会員（回収率46％） 

会員報告日：2020年 7月 13日 

 

（１）回答内容の概要 

 ① 講じている対策 

社内対策は、回答の 100％

が実施しており、感染防止策

を実施の上、就業方法の変更

やWeb会議などで対応、顧客

に対する調整や業務の自粛は

回答の20％以下でした。 

※右図参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 業務上、経営上の脅威 

脅威に感じている事項は、

ラボ内での感染者の発生や売

上減少、排水や下水、ごみ組

成などの各種業務で感染に脅

威を感じているという回答が

多く目立ちました。 
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③ ごみ質調査（環整９５号） 

ごみ質調査は、収集されたごみの一部を採取し、可燃物等の成分を調べます。コロナ

禍においては、マスクやティシュが多く見られ、感染の脅威を感じてしまいます。 

そこで、業務の延期などの調整を行っているか、また、顧客がその希望を承諾したか

を質問したところ、次の結果でした。 

  

 

④ 下水道終日調査 

下水道終日調査は、下水道を流れる下水の成分を調査・分析する業務です。2 時間程

度のピッチで 24 時間（１日分）の下水を採取します。その際に下水道管内に立入る場

所もあります。下水道管内は、高い湿度であり、このミスト状態は感染の脅威を感じて

しまいます。特に東京都が下水中の新型コロナウイルスを測定することで感染拡大を予

測するといった調査を表明していたことから、作業者としても不安を感じてしまいます。 

そこで、本業務についても、調整や顧客への要望の状況について質問しました。 

  
 

⑤ BCP（事業継続計画）や協力体制について 

BCPの策定や同業者間での協力体制の整備について質問しました。 

  
 

 

 

調整している（7件）

調整していない

（2件）

検討している

（1件） 検討してもらっている

20％

希望が通らない

20％

希望が通った 60％

対策を検討中

（2件）

対策している

（10件）

検討していない

（3件）

要望を検討している

8％

要望していない

69％

要望している

23％

作成を検討中

25％ 作成している

38％

作成していない

29％

検討している

21％ 取っている

29％

取っていない

46％
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（２）アンケートからの展開として 

アンケート結果を踏まえ、新型コロナウイルス感染予防対策についての情報発信を会

員に引き続き行うことと、ごみ質調査や下水道終日調査については、情報収集して発注

部局に業界の不安感について示していくこととしました。 

 

 

３．感染の恐れがある業務の対策（ごみ質分析や下水道調査について） 

（１）ごみ質分析 

ごみ質分析（環整９５号）の測定を感染リスクも含めて整理すると次のとおりです。 

 ・収集運搬された一般廃棄物の組成を分析する。 

 ・収集ごみを広げ、四分法にて試料を採取する。 

・採取時には、マスク等の混入や粉じんの巻き上げがある。 

 ・感染者増加に伴い、感染症に汚染されたマスクやティッシュの混入の恐れがある。 

 ・作業者には従来の防備に加え、感染防止の装備や消毒が必要となる。 

 

アンケート結果にあるように、受託している会員が個別に対応（時期をずらす、感染防

止対策など）しており、日本環境測定分析協会に照会したところ、環境省へ働きかけをし

て、次のQ&Aが環境省から示されましたと情報を頂きました。業界の全国組織が環境省に

働きかけをして、ご理解いただけたことは、業界団体としても関係者に感謝いたします。 

  

 

※出展 環境省HPより 
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（２）下水道終日調査 

下水道終日調査について、感染リスクなどを含めて、整理すると次のとおりです。 

 ・下水道管路内に立入り、下水を採水し、持ち帰り分析する。 

 ・管路内のミストや分析を含む作業中の排水との接触による感染の不安がある。 

 ・東京都が下水道を流れる下水中の新型コロナウイルスを分析するという報道があり、

下水中にウイルスが存在して感染するのではないかという不安が生じる。目的は、下

水中の新型コロナウイルスの量を把握することで、ウイルスの感染拡大の兆候を知る

ことができることであり、感染力も低いとWHOなどの見解があるものの、従事者の心

身的な不安は容易に除けない。 

  

その一方で、下水道管理関係の団体である「日本下水道施設管理業協会」よりガイドラ

インが示され、この情報を埼環協会員に情報提供しました。 

埼環協の活動として、埼玉県などの発注関係者に感染不安を説明したところ、理解を頂

き、実施方法の留意事項について通知が発信されました（2020/07/07）。 

 

下事第 １３２ 号 

令和２年７月７日 

 各下水道事務所長 様 

参事兼下水道事業課長 

 

流域下水道に流入する下水の水質及び水量等の調査の実施方法について(通知) 

 

 埼玉県流域下水道接続等取扱要綱第１２条第１項に基づき流域関連市町に依頼をしてい

る調査について、一般社団法人埼玉県環境計量協議会から、一部会員が新型コロナウイル

スへの感染リスクを懸念しているとの相談がありました。 

 つきましては、今年度の当該調査の実施について別紙のとおり対応することとしました

ので、流域関連市町への周知をお願いします。 

 

 

この通知の別紙には、次のような留意点が示されました。 

 

○別紙の概要 

1．採水場所について 

原則としてマンホール外から採水機、採水バケツ等により採水する。 

採水が可能な上流の公共下水道マンホールへ地点変更も可とする。 

 

2．水量の調査について 

水量については、埼玉県が設置している流量計のデータを使用する。 

流量計が設置されていない等は、前年度の水量から計算も可とする。 

写 
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3．感染防止対策について 

ＷＨＯ「COVID-19 ウイルスに関する水・衛生・廃棄物管理暫定ガイダンス」では、「感

染者の糞便から感染するリスクは低いとみられる」、「下水道を介して感染したという知

見はない」としていることから、下水からの新型コロナウイルスへの感染リスクは低い

と考えられるが、感染リスクの回避については細心の配慮が必要なことから、委託業務

の発注に当たっては、必要な感染防止対策を受注者が講ずるよう仕様書に定め、見積書

徴取時には、相手方にその旨を明示することを推奨。 

 

（感染防止対策の例） 

・作業員は、マスク、手袋、保護メガネ等の保護具を着用すること。 

・使用する器具については、洗浄、消毒等適切に処置し、共用を避ける。 

・作業員は作業時、休憩時を問わず可能な限り２メートル以上の距離を保つ。 

 

 

４．まとめとして 

新型コロナウイルスの脅威は、感染力の強さや感染していても無症状者がいることです。

知らず知らずに感染し、時には自身の体調が急変し、時には他人にうつしてしまうことが

あることです。 

埼環協の会員の業務では、思わぬところに感染リスクがあり、日々注意して対応してい

るところです。このような禍の中、埼玉県や市町村、公営事業者などの関係の皆様の多大

なご理解とご協力をいただき、業務が履行できることにこの場を借りて感謝申し上げます。 
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2020 年度 相互支援協定締結団体による意見交換会 

 

                埼環協事務局 

 

2019年度に締結しました県単組織間の「相互支援協定」の締結団体による意見交換会を

開催しました。 

開催内容は、次第のとおりで、各県単組織の協定や訓練の状況、新型コロナウイルス感

染予防対策について、取組みの紹介があり、概要は次のとおりです。 

 

・東京都や千葉県でも協定が締結された。 

・自治体と協定を締結したものの仕様内容について協議中である例が多い。 

・協定発動時に係る経費については、事前の見積などで示す例がある。 

・協定の訓練がコロナ禍の影響で十分にできていない。 

その一方で、コロナ禍ではあるものの協定の訓練を工夫して実施（埼玉） 

 

 ・コロナ禍の影響の定点調査を行った（愛知） 

 ・コロナ禍の影響により感染対策が必要な調査は、業務仕様変更などの協力を頂いた 

  （日環協では、ごみ組成分析について） 

 

○2020年度 相互支援協定締結団体による意見交換会 次第 

日時：2020年 11月 6日（金） （司会進行：愛環協 濱地理事） 

15：00 開会挨拶 

15：05 出席者自己紹介 

15：15 第１部『各県単の現況および災害協定に関する活動報告』 

16：10 第２部『新型コロナウイルスの影響についての報告および意見交換』 

・福環協、埼環協、神環協、愛環協による発表 

・各県単・団体の活動への影響や対応策等の意見交換 

16：40 第３部『相互応援協定の今後に向けた意見交換』 

17：00 閉会 

 

○参加団体（順不同） 

 一社）福島県環境測定・放射能計測協会 一社）埼玉県環境計量協議会 

 一社）神奈川県環境計量協議会  横浜市環境技術協議会 

 大阪環境測定分析事業者協会 堺市環境計量協議会 

 一社）愛知県環境測定分析協会 

（オブザーバー）千葉県環境計量協会 東京都環境計量協議会 
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○県単組織の協定の状況（埼環協調べ） 

 

表－1 県単組織の協定状況（1） 

協定団体 

（環境計量業界） 
協定名 協定先 協定日 対象 

横浜市環境技術協議会 災害時における有害化学物質

調査の協力に関する協定 

横浜市 H11.8.31 有害化学物質 

一般社団法人 神奈川県

環境計量協議会 

災害時における有害化学物質

調査の協力に関する協定 

横浜市 H11.9 有害化学物質 

災害時における有害化学物質

調査の協力に関する協定 

神奈川県 H29.10 有害化学物質 

大規模災害時における有害化

学物質等の調査に関する協定 

川崎市 H30.8.31 有害化学物質 

一般社団法人埼玉県環

境計量協議会 

水質検査に関する協定書 埼玉県 

企業局 

H24.12.26 水道水源水質 

災害時における石綿モニタリ

ングに関する合意 

埼玉県 H30.11.6 石綿 

埼玉 （参考） 

市内業者 

災害時における有害化学物質

等の調査に関する協定 

さいたま

市 

H31.3.25 化学物質（悪臭含

む全般）、石綿 

一般社団法人愛知県環

境測定分析協会 

災害時における化学物質等の

調査に関する協定書 

愛知県 H23.3.18 化学物質 

災害時における環境安全の調

査等に関する協定書 

豊橋市 H26.2.12 化学物質等、 

防災井戸 

災害時における環境調査に関

する協定 

豊田市 H28.5.30 化学物質等 

災害時における化学物質等の

調査に関する協定 

岡崎市 H30.4.16 化学物質等 

 

一般社団法人群馬県計

量協会環境分科会 

災害時等における緊急分析の

協力に関する協定 

群馬県下

水道総合

事務所 

H29. 9.27 水質分析等 

一般社団法人福島県環

境測定・放射能計測協会 

災害時における環境安全の調

査等における協定書 

福島県 H27.5.13 化学物質、放射性

物質 

一般社団法人山形県計

量協会 

災害時における環境調査に関

する協定 

山形県 H27.6 化学物質等 

災害時における環境調査に関

する協定 

山形市 H30.7.26 化学物質等 
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表－1 県単組織の協定状況（2） 

協定団体 

（環境計量業界） 
協定名 協定先 協定日 対象 

長野県環境測定分析協

会 

災害時における被災建築物の

アスベスト調査に関する協定 

長野県 H30.9.18 被災建築物の石

綿施工箇所や露

出・破損、建材中

の石綿含有 

堺市環境計量協議会 災害時におけるアスベストの

調査に関する協定 

大阪府堺

市 

H30.8.31 石綿 

一般社団法人福岡県環

境計量証明事業協会 

大規模災害時の飲用井戸水の

確保に関する協定 

北九州市 H30.7.2 （市民利用の）井

戸水の水質検査 

大阪環境測定分析事業

者協会 

災害時における石綿測定調査

に関する協定 

大阪府 R1.9.12 石綿 

千葉県環境計量協会 災害時における石綿モニタリ

ングに関する合意 

千葉県 R2.3.13 石綿 

東京都環境計量協議会 災害時における石綿モニタリ

ングに関する協定 

東京都 R2.9.10 石綿 
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公害国会から 50年を超えて 

 

                一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 星野弘志 

 

昨年、2020 年は公害国会から 50 年の節目の年でした。御存じのとおり、高度経済成長

期に激化した公害問題に対応するため、1970 年（昭和 45 年）に、当時、問題の中心であ

った産業公害への対策として、大気汚染防止法など公害規制関係14法案が可決されました。 

その後、これらの法律の適正な執行により、激甚な産業公害は大きく改善しました。も

ちろん、法律が出来ただけで改善が進んだわけではありません。筆者はかって途上国で我

が国の公害対策の歴史を教える機会を持ったことがあります。その時、使用したのが図－

１のような「公害対策車」の概念図です。この公害対策車が適切に動いて、環境改善とい

う目的地にたどり着くのに必要な７つの必須要素を紹介するものです。 

皆さんは、日頃なにげなく目的地に向かって車を運転していると思いますが、事故なく

安全に目的地に到着するには、必須事項がたくさんあります。１つ目はエンジン、これが

公害対策車では「環境法令」に当たります。２つ目は、車体と車輪＝組織体制 ３つ目は

燃料＝財源、４つ目は運転手＝人材、５つ目は運転手の運転技術と交通知識＝対策技術と

運用知識・経験、６つ目は人間の目や耳などの知覚機能＝環境モニタリング、そして７つ

目が道路＝社会理解と考えることができます。 

途上国ではおうおうにして、

公害法令は比較的早くから整備

されています。規制基準値など

は時には先進国より厳しい場合

もあります。しかし、２つ目か

ら７つ目までの整備がなかなか

進まないという状況にあります。

我が国では、１つ目の整備が大

きな引き金となって、２つ目か

ら７つ目の整備が同時並行的に

進み、比較的早期に産業公害の

改善に結び付いたと考えられます。なお、７つ目の社会理解のなかには、規制を受ける側

である工場・事業場の取組も当然含まれており、その努力を忘れてはならないと思います。 

公害対策車のなかで、極めて重要な役割を果たしているのが、私たち環境計量業界が関

わっている環境モニタリングです。この環境モニタリングの要素がなくても車は動きます。

しかし、この要素がなかったら、安全に走行することはできませんし、目的地にたどり着

くこともできません。 

そんな環境モニタリングの役割を簡潔に表したのが図－２です。ここで言う環境モニタ

リングとは、自然環境ばかりでなく、発生源などの排ガス、排水等のモニタリングを含む

７.寄 稿 
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広い意味で使っています。私たちは、環境モニタリングを通して大気や河川などの環境の

状況を把握します。その状況に応じて、工場や家庭などの発生源に対して環境改善対策を

実施し、その発生源への効果は環境モニタリングを通して把握し、環境改善対策をコント

ロールして、再び環境モニタリ

ングを通して環境への改善効果

を把握しています。こうした環

境改善対策と環境モニタリング

の相互作用を繰り返すことで環

境保全を確保しています。環境

モニタリングは、最初は目で見

る、臭いを感じるということで

環境変化・悪化を把握する程度

のもので十分でしたが、産業や

社会の進展に伴う汚染や汚濁の

多様化・複雑化により、様々な

科学的な調査分析でなければわからない場合が多くなっていきました。私たち環境計量業

界は、そんな流れのなかで体制を整え、技術を磨いて、この重要な役割を担ってきたと言

えましょう。 

埼環協のメンバーの環境分析に係る創業時期を各社のホームページでざっと調べてみ

ました。全てを網羅しているわけではないので、ご了承ください。埼環協で一度正式に調

べられたらいかがかと思います。東京久栄さん、寺木産業さん、エヌエス環境さん、ビー

エムエルさんなど環境計量以外の分野で古い歴史をお持ちの会社はさておき、環境計量の

創業時期について公害国会以降を見てみると、昭和 45 年の公害国会の翌年の昭和 46 年 7

月に、環境庁と時を同じくして環境管理センターさんが日野市に設立され、8 月には埼玉

県環境検査研究協会が任意団体として蕨市に設立されました。昭和47年になると、内藤環

境管理さん、産業分析センターさん、48年には東邦化研環境分析センターさん、50年には

熊谷環境分析センターさん、52年には、アルファーラボラトリーさん、高見沢分析化学研

究所さん、山根技研さん、55年には環境総合研究所さんなどと、私たちの仲間が増えてい

きました。まさに、環境対策の推進に伴い環境モニタリングなど環境計量への需要が増大

していったことを反映しています。 

 さて、冒頭で公害対策車の話をご紹介しましたが、今、自動車業界では大きな変革が起

こっています。トヨタ自動車は既に「脱自動車会社宣言」をしています。自動運転技術の

進展、脱炭素化社会への対応などを見据えて時代が求める新しいモビリティ企業への脱却

を模索していると思われます。コロナ禍が社会にもたらした大きな影響の一つに、IT 化、

自動化やDXの急速な進展があります。そして、脱炭素化は私たちの属する環境分野が主役

の話です。私たち環境計量業界についても、切磋琢磨しながら、同時に協力しながら、こ

れらの大きな流れに乗り遅れないように対応を進めていく必要があります。自動化と聞い

て喜ぶラボテックのKさんの笑顔が何故か浮かんできた新春となりました。  
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-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------- 

 御 社 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご 芳 名 

-------------------------------------------------------------------- 

 ご連絡先 

-------------------------------------------------------------------- 
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編集後記 

 

新年あけましておめでとうございます。 

毎年何かしら悲しい出来事はありますが、これに負けずに乗り越えて多幸を祈るばかりで

す。 

最近、「あの人なんていう名前だっけ？」というシーンが多くなり、痴呆の兆しかとどうし

たものかと。そこで、テレビを見て、CMや番組などの俳優さんの名前を意識して覚えるよ

うにしています。といってもなかなかの苦戦です。 

ある学者によると、人の顔のような映像情報は脳の後頭葉がつかさどっているといいます。

この機能は古くから生物に備わっていて、映像として記憶し、認識することで自然界で生

きるために自分の身を守っているらしいです。脳の働きの中でも、生死を判断する基本的

な機能であるからあまり萎縮しない。すなわち、年をとっても「見たことがある」という

映像が記憶として残るようです。 

一方で「名前」は言葉であり、文字であり、この機能は生物の進化とともに発達したもの

とのこと。これを脳の前頭葉でつかさどり、脳の進化の歴史では比較的新しく、衰えは早

く、年とともに萎縮するようです。ついては、「名前」という文字情報の記憶が、「顔」と

いう映像情報の記憶より早く衰えるのはやむを得ないらしいです。 

だからといっても、名前が出てこないのはストレス。とある事務所に掲示されていた２枚

のポスターを見て、「あっ！風花ちゃんと七奈ちゃん！」と思わず。そこには、ドラマで活

躍している「小芝風花」さんとNHK朝の連ドラに出演した「森七奈」さんが。ポスターの

内容は、なかなかコアですが「労働災害防止」です。中央労働災害防止協会さんや建設業

労働災害防止協会さんが作成されたものですが、超売れっ子を起用するとはさすが。私が

最近覚えた女優さんであったので、脳トレにもなりました。ありがたい。ほのぼのとした

ひとときでした。 

本年も、皆様にとっても「和み」の機会が多く訪れる年になりますように。 

（N．Y） 
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